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２－４　公園・緑地の整備

　子どもの遊び場、レクリエーションの場、自然とのふれあい・体験、災害時の避難場所などに
利用されている公園については、老朽化した施設の改修等に努めるとともに、適切な管理を推進
します。
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取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1
道立広域公園誘致活動

企画調整係 A
・道立公園誘致活動の実施

2

公園の維持管理

土木都市計画係 A
・公園の維持管理
・遊具点検
・消防設備点検
・日本さくらの会への加盟

3

公園の整備

土木都市計画係 A・遊具等の改築、更新　23公園
・公園トイレの水洗化
・遊具等の補修、改修

4

公園施設長寿命化計画の策定と
進行管理

土木都市計画係 A・計画の策定
・�危険度調査、健全度の把握な
ど

事業番号 ２－４－１
小 分 類 公園・緑地の整備

施策目的 安全で利便性の高い施設運営を維持するため、老朽化した施設を改修するととも
に、適切な管理運営に努めます。


